
月例会参加者の皆さんへ 

 

2012 年 8 月 4 日 

杉並区アーチェリー協会会長 古結 

 

日頃、杉並区アーチェリー協会（以後ＳＡＣと言う）の運営にご協力いただきありがとう 

ございます。 

 

月例会の運営方法を以下のとおり明確化しましたので周知いたします。 

 

原則、全日本アーチェリー連盟の競技規則にしたがって競技を行います。 

（より公式試合に近い形で実施しますので、競技前の自由練習は行いません） 

 

集合  ９時４０分まで 

競技開始 １０時 （試射３射×２回の後、開始） 

服装  競技規則にしたがってください。（例：ジーンズは違反です） 

弓具検査 原則省略します。（審判指導のため実施する場合があります） 

 

 

また、月例会と並行して、初級者のステップアップ認定を実施しますのでご協力をお願い

します。 

（１８ｍまでの行射能力を有する者が３０ｍ行射へのステップアップを認定するためのもの

です） 

 

【認定基準】 

１８ｍ（８０cm 的）、３６射（３射×１２回）で ２４０点をクリアーした者を１８m 認定者とする。 

 

 

--- 参考 --- 

月例会は原則第一土曜日の午前に実施しますが、都民大会予選や区民大会の関係で

日程が変更される場合があります。 

杉並区アーチェリー協会のホームページの行事予定または郵送されている SAC 行事予

定を参照してください。 

 

 

以上 


